
４　年表（高齢者関係）

昭和 63(1988)年

平成元(1989)年
12.1% / 11.6%

平成2(1990)年
12.8% / 12.1%

12　北九州市ルネッサンス構想 策定

４　民生局に高齢化社会対策室 新設
４　｢衛生局」を「保健局」に名称変更

８　高齢化社会対策推進連絡会議 設置

平成 3(1991)年
13.3% / 12.6% ９　「寝たきりゼロへの十か条」 発表

平成 5(1993)年
14.5% / 13.6%

平成 4(1992)年
13.9% / 13.1%

３　「北九州市における高齢化社会対策の基本的
なあり方について」答申

10　老人保健法等の一部を改正する法律 制定
（平成 3 年 10 月 4 日公布）
（老人訪問看護制度等）

３　｢北九州市高齢化社会対策総合計画の基本的
方向について」答申

３　｢北九州市高齢化社会対策総合計画」答申
４　北九州市高齢化社会対策総合計画 策定

（計画期間：平成 5 ～ 17 年度）

７　高齢化社会対策総合計画策定委員会 設置

12　北九州市ルネッサンス構想第 1 次実施計画 
策定

12　高齢者保健福祉推進 10 か年戦略（ゴールド
プラン）策定

６　老人福祉法等の一部を改正する法律 制定（平
成 2 年 6 月 29 日公布）

（老人保健福祉計画の策定等）

４　「社会福祉事業に従事する者の確保を図るた
めの措置に関する基本的な指針」告示

７　福祉人材確保法（社会福祉事業法及び社会福
祉施設職員退職手当共済法の一部を改正する
法律）施行（平成 4 年 6 月 26 日公布）
※施行期日に一部別の定めあり
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再構築し、地域におけるネットワークづくりを推進

平成５年
(1993)

平成２年
(1990)
平成２年
(1990)

平成３年
(1991)

平成４年
(1992)

３　乳がん検診の開始

昭和63年
(1988)

平成元年
(1989)

９　保健・医療・福祉連
携システム推進事業
発足

４　年長者相談コーナー
設置
（若松区･八幡東区）

10　全区に年長者相談
コーナー設置

7～ 10　区保健・医療・
福祉・地域連携
推進の設置会の
設置

10　緊急通報システム設
置事業開始

12　在宅介護支援セン
ター開設（老人保健施
設「伸寿苑」）

10　訪問看護サービス開
始（小倉北区）

11　ホームヘルプサービ
スの充実（ショートヘ
ルパー週 18 時間ま
で派遣可能）

４　老人保健法による老
人訪問看護制度の開
始

７　ホームヘルプサービ
ス事業の派遣対象者
拡大（初期痴呆者へ）

11　緊急通報ファクシミ
リ受信装置運用開始
（ファックス119）

10　ホームヘルプサービ
ス拡充

・　介護サービス
　　週２回→３回
・　特別基準の新設
（週 24 時間まで派遣
可能）

・　派遣日の拡大
（月曜日を除き派遣可
能）

７　高齢者住宅等安心確
保事業開始

４　一般健康診査を変更
し、基本健康診査実施

９　節目健診の開始（対
象：40 歳の全市民）

４　脳卒中情報システム
を導入し「寝たきり０
運動」を開始

10　各区に「1万歩コー
ス」10コース設置

12　在宅寝たきり高齢者
訪問歯科診療事業開
始

10　胃がん検診（医療機
関）、大腸がん検診（保
健所）開始（対象 :40
歳以上）

10　全国健康福祉祭（ねん
りんピック）に北九州
市選手団の派遣開始

４　北九州市地域福祉振
興基金（ひまわり基
金）の設立

４　（社）シルバー人材
センター発足

４　北九州市ボラン
ティアセンター開設

10　社会福祉ボランティ
ア大学校開設
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平成 7(1995)年
15.8％ / 14.6％

平成 9(1997)年
17.0％ / 15.7％

平成 8(1996)年
16.3％ / 15.1％

平成 6(1994)年
15.1％ / 14.1％

平成 10(1998)年
17.7％ / 16.2％

在宅介護の充実

保健福祉サービスの調整・提供拠点の設置（区レベルの拠点を整備）

保健担当局と福祉担当局の統合

12　新・高齢者保健福祉推進 10 か年戦略（新ゴー
ルドプラン）策定

３　高齢化社会対策総合計画第一次実施計画 策定
３　（仮称）総合保健リハビリテーションセン

ターの基本構想 策定
４　北九州市ルネッサンス構想第 2 次実施計画 

策定
４　福祉事務所と保健所を統合し、各区に保健福

祉センターを設置

10　「民生局」と「保健局」を統合し、「保健福祉局」
発足

小学校区レベルの拠点整備開始

基本法前文（抜粋）：“高齢社会対策の基本理念を明らかにしてその方向を示し、国を始め社会全体として高齢社会対策を

12　高齢社会対策基本法 施行
（平成 7 年 11 月 15 日公布）

２　市民福祉センター設置開始
（平成 17 年 1 月 1 日、「公民館」と統合し、
「市民センター」に名称変更）

対物保健サービス（食中毒・感染症対策、医療監視や環境・食品衛生監視

６　介護保険制度案大綱（諮問）6 日
６　介護保険制度案大綱（答申）10 日
７　高齢社会対策大綱

（平成 8 年 7 月 5 日閣議決定） 10　市内７保健所を集約し、１保健所７保健福祉
センター体制へ

12　介護保険法 成立
（平成 9 年 12 月 17 日公布）

４　保健福祉局組織改編
（保健・医療・福祉の連携充実）

４　介護保険準備室 設置

７　介護保険事業計画策
定委員会設置
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８　「北九州穴生ドーム」、
年長者研修大学校「穴
生学舎」開設

４　ふれあい昼食交流会
の本格的な開催

10　高齢者等住宅相談事
業開始

10　訪問給食サービスモ
デル事業開始

11　新緊急通報システム
（あんしんライン 11
9）開始

平成８年
(1996)

平成６年
(1994)

平成７年
(1995)

平成９年
(1997)

平成10年
(1998)

７　24 時間巡回型ホーム
ヘルプサービスモデ
ル事業開始

８　高齢者あんしん法律
相談開始 10　骨粗しょう症検診開始

４　ホームヘルパー養成
研修事業カリキュラ
ム見直し

７　すこやか住宅改造助
成事業開始

12　早朝・夜間スポット
型ホームヘルプサー
ビスモデル事業開始

７　「市民福祉センターを
中心とした地域づく
り事業」開始

10　保健婦とケースワー
カーによる地域支援
モデル事業開始（門司
区・若松区）

４　ホームヘルパー養成
研修の見直し
（民間事業者の指定
開始）

４　ホームヘルパー養成
研修の見直し（３級課
程中止）

10　ふれあいむら社ノ木
イサービスセンター
開設

６　痴呆性高齢者専用特
別養護老人ホーム「豊
寿園」開設

５　痴呆対策総合検討委
員会設置

総合的に推進していく”

等）の集約
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平成 13(2001)年
19.6％ / 18.0％

平成 12(2000)年
19.2％ / 17.4％

平成 11(1999)年
18.3％ / 16.7％

11 「介護保険法の円滑な実施に向けて」政府発表
（平成 11 年 11 月 5 日）

３　健康づくりのための食生活指針 改定
（「食生活指針」策定）

３　21 世紀における国民健康づくり運動（健康日
本 21）策定

４　介護保険法 施行
保健事業第四次計画（平成 12 年～16 年度）

12　「今後５か年間の高齢者保健福祉施策の方向
～ゴールドプラン21～」策定（平成 11 年 12
月 19 日）

介護サービスの基盤整備と生活支援対策の推進

３　北九州市健康プラン 策定

10　総合保健福祉センター「アシスト 21」開館 10　準備要介護認定開始

７　北九州市介護認定審
査会 設置

６　北九州市介護認定審
査会の定数等を定め
る条例 公布

福祉サービス提供が「措置」から「契約」へと転換

ケアマネジメントの役割が区役所総合相談コーナーから介護保険事業者の

介護保険も含めた市民にわかりやすい相談体制の確立

４　民法の一部を改正する法律、任意後見契約に
関する法律、民法の一部を改正する法律の施
行に伴う関係法律の整備等に関する法律、後
見登記等に関する法律 施行

（平成 11 年 12 月 8日公布）

11　健康保険法等の一部を改正する法律 制定（平
成 12 年 12 月 6日公布）

（高額療養費見直し、老人一部負担の見直し
等）

10　介護報酬見直しについて社会保障審議会介
護給付費分科会にて審議開始

11　医療制度改革大綱 決定（平成 13 年 11 月 29
日 )

12　高齢社会対策大綱
（平成 13 年 12 月 28 日閣議決定）

10　介護保険第1号被保険者の保険料徴収開始

２　北九州市ルネッサンス構想第 3 次実施計画 
策定

３　北九州市高齢化社会対策総合計画第二次実施
計画 策定

４　北九州市介護保険条例 施行
４　介護保険準備室から介護保険課へ組織改正

３　北九州市版介護サー
ビス利用標準契約書
の販売開始

４　北九州市介護保健苦
情調整委員会及び介
護保険苦情相談委員
会 設置

３　福祉人材バンク 設置

10　北九州市介護サービ
ス評価委員会設置・
開催

12　介護サービス評価委
員会による実地評価
の開始

４　「総合相談コーナー」を「保健福祉相談コー
ナー」に名称変更

10　北九州市介護保険条例の一部改正（介護サー
ビスの質の評価）
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４　各 区 保 健 福 祉 セ ン
ターに総合相談コー
ナーを設置

３　ホームヘルプサービ
ス事業の民間事業者・
ＮＰＯ団体への委託
開始

３　痴呆対策総合検討委
員会報告書発行

１　高齢者就業支援セン
ター 開所

４　成人病検診（集団）の
市医師会委託実施

４　若者へのパスポート
事業　全区保健福祉
センターで実施

９　高齢期へのパスポー
ト事業開始（穴生学
舎）

６　「痴呆対策総合検討委
員会」の報告

10　高齢者・障害者権利
擁護モデル事業開始

10　健康づくりセンター
開設

11　健康づくりセンター
で生活習慣改善プロ
グラム提供開始

３　高齢者向け優良賃貸
住宅供給促進事業募
集開始

５　ホームヘルプサービ
ス事業のサービス内
容充実（回数から時間
制、サービス提供時間
の延長）

５　保健婦とケースワー
カーによる地域支援
事業を全区で本実施

５　「市民福祉センターを
中心とした地域づく
り事業」を全市で実施

４　若者健診 開始

平成 11 年
(1999)

平成 12 年
(2000)

平成 13 年
(2001)

３　北九州市介護保険ケ
アマネジャー情報支
援センター 設置

４　介護保険制度の非該
当者対策事業の開始

４　基幹型在宅介護支援
センター 設置

・　在宅高齢者生活援助
事業

・　デイサービス経過措
置事業

・　生活支援ショートス
テイ事業

・　生きがい型デイサー
ビス事業

７　ものわすれ外来（モデ
ル事業）の開始

７　ホームヘルパー能力
アップ研修事業開始

３　ホームヘルパー養成
研修事業廃止

７　家族介護慰労金支給
事業開始 10　成年後見制度利用支

援事業開始
11　痴呆介護実務者研修

事業開始

10　家族介護者支援事業
の開始

・　在宅高齢者等おむつ
給付サービス事業（給
付券方式）

・　在宅高齢者等寝具洗
濯乾燥消毒サービス
事業

・　在宅高齢者等訪問理
美容サービス事業

・　徘徊高齢者等位置探
索サービス事業

12　健康づくり推進員養
成事業開始

ケアマネジャーへ
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各区における保健福祉業務を保健福祉局から区役所に移行　地域活動支援

平成 16(2004)年
21.3％ / 19.5％

平成 15(2003)年
20.8％ / 19.1％

平成 17(2005)年
22.3％ / 20.2％

平成 14(2002)年
20.3％ / 18.5％

平成 18(2006)年
22.6％ / 20.8％

４　各区まちづくり推進部体制発足
まちづくり推進課と保健福祉センターを統合

10　戸畑駅南口複合公共施設「ウェルとばた」開
館

１　社会保障審議会　介護報酬の見直し等に関
する答申（平成 15 年１月 20 日諮問・23 日答
申）

６　介護保険法等の一部を改正する法律 制定
（平成 17 年 6 月 29 日公布）
（介護予防の重視、施設給付の見直し、地域密
着サービスの創設 等）

３　北九州市高齢化社会対策総合計画第三次実
施計画 策定

３　北九州市ルネッサンス構想第 3 次実施計画・
改訂版 策定

１　「市民福祉センター」・「公民館」の名称を「市
民センター」に統一

３　食育推進基本計画 策定
（平成 18 年 3 月 31 日）

４　介護保険法等の一部を改正する法律施行
（平成 17 年 6 月 29 日公布）
※施行期日に一部別の定めあり

４　高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する
支援等に関する法律 施行（平成 17 年 11 月 9
日公布）

５　健康増進法 施行（平成 14 年 8 月 2 日公布）

７　食育基本法 施行（平成 17 年６月 17 日公布） 12　北九州市高齢者介護の質の向上委員会 設置

３　北九州市高齢者支援計画策定 
３　健康福祉北九州総合計画策定

《介護予防重視（要支援者への給付を介護予防給付に　地域支援事業の実施）、施設給付見直し（補足給付）

《“健康福祉のまちづくり”を進める保健福祉のマスタープラン　　保健
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平成 14 年
(2002)

平成 15 年
(2003)

平成 16 年
(2004)

平成 17 年
(2005)

平成 18 年
(2006)

10　市内５か所に基幹型
在宅介護支援セン
ター設置（門司区、小
倉北区、若松区、八幡
東区、戸畑区）

７　徘 徊 高 齢 者ＳＯＳ
ネットワークシステ
ム、市レベルのシステ
ム稼動

２　地域健診情報システ
ム稼動

４　在宅の寝たきり高齢
者等への訪問歯科検
診開始

10　市内 20 か所の市民
センターに高齢者介
護相談窓口を設置

10　訪問給食サービス事
業を市内全域で実施

４　区基幹型在宅介護支
援センターを２か所
開設（小倉南区、八幡
西区）

４　市民福祉センターに
おいて地域型在宅介
護支援センターを
10か所開設

12　緊急ショートステイ
事業開始

12　在宅復帰のための在
宅サービス体験事業
開始

４　在宅高齢者等おむつ
給付サービス事業
（定額補助方式）

３　「市民センターを中心
とした『地域づくり』
について」公表

４　地域包括支援セン
ター･各区統括支援セ
ンターを市直営で設
置

４　介護予防事業開始（一
次予防事業、二次予防
事業）

４　65 歳以上の基本健
診受診者への生活機
能評価開始

10　もりフォーラム開催 ６　生涯現役夢追塾開塾
12　認知症サポーター
キャラバン開始

４　認知症高齢者見守り
サポーター派遣事業
開始

４　市民センターを拠点
とした健康づくりモ
デル事業開始

５　マンモグラフィを導
入した乳がん検診開
始

10　痴呆性高齢者見守り
サポーター派遣事業
モデル実施（八幡西
区、戸畑区）

※H17.10から実施、地域密着型サービスの創設》

福祉分野における“まちづくり”の総合計画》

《サービス提供と分離した公平なケアマネジメントの提供》

の強化
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平成 19(2007)年
23.3％ / 21.5％

平成 20(2008)年
23.9％ / 22.1％

平成 23(2011)年
25.0％ / 23.3％

平成 22(2010)年
25.2％ / 23.0％

平成 21(2009)年
24.5％ / 22.8％

平成 24(2012)年
25.7％ / 24.2％

８　「社会福祉事業に従事する者の確保を図るた
めの措置に関する基本的な指針」告示

１　社会保障国民会議の開催
（平成 20 年 1 月 25 日閣議決定）

５　介護保険法及び老人福祉法の一部を改正す
る法律 制定（平成 20 年 5 月 28 日公布）

12　「社会保障改革の推進について」（平成 22 年
12 月 14 日閣議決定）

２　社会保障・税一体改革大綱
（平成 24 年 2 月 17 日閣議決定）

８　社会保障制度改革推進法 施行
（平成 24 年 8 月 22 日公布）

８　社会保障制度改革国民会議 報告書とりまと
め（平成 25 年 8 月 6 日）

11　まち・ひと・しごと創生法 制定
（平成 26 年 11 月 28 日公布）

６　地域における医療及び介護の総合的な確保
を推進するための関係法律の整備等に関す
る法律 制定（医療介護総合確保推進法）

（平成 26 年 6 月 25 日公布）

９　高齢社会対策大綱
（平成 24 年 9 月 7 日閣議決定）

９　認知症施策推進５か年計画（オレンジプラ
ン） 策定

６　介護サービスの基盤強化のための介護保険
法等の一部を改正する法律 制定

（平成 23 年 6 月 22 日公布）
（地域包括ケアの推進 等）

10　子ども家庭局　開設（保健福祉局から子ども
部・子ども総合センターを移管）

12　北九州市基本構想・基本計画「元気発進！北
九州」プラン 策定

４　北九州市高齢者支援と介護の質の向上委員
会から北九州市高齢者支援と介護の質の向
上推進会議へ名称変更

４　県から、介護サービス
事業所の指定等の権
限委譲

４　北九州市介護サービ
ス利用標準契約書の
販売終了、市ホーム
ページへの掲載

４　北九州市介護サービス等の人員、設備及び運
営の基準等に関する条例 施行

４　後期高齢者医療制度 施行 ４　いのちをつなぐネットワーク事業 スタート

３　第二次北九州市高齢者支援計画 策定
５　北九州市食育推進計画策定

11　社会保障国民会議 最終報告

３　第２次食育推進基本計画 決定

10　北九州市自治基本条例 施行

２　北九州市の地域福祉 2011～2020 策定

３　第三次北九州市高齢者支援計画　策定

３　北九州市健康づくり推進プラン 策定

３　第二次北九州市食育推進計画 策定
４　認知症対策室 設置

４　高齢者・障害者相談コーナー設置

《高齢者が、可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、

平成 25(2013)年
26.6％ / 25.1％

平成 26(2014)年
27.6％ / 26.0％

12　「元気発進！北九州」基本計画 変更

11　北九州市高齢者居住安定確保計画 策定
《医療と介護の連携と地域包括ケアシステムというネットワークの構築》
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平成 19 年
(2007)

平成 20 年
(2008)

平成 21 年
(2009)

平成 22 年
(2010)

平成 23 年
(2011)

平成 24 年
(2012)

４　高齢者地域交流支援
通所事業（旧 生きが
い型デイサービス事
業）開始

12　排泄ケア相談窓口「さ
わやか相談ダイヤル
0620」開設

４　いのちをつなぐネッ
トワーク担当係長 16
名を各区役所生活支
援課に配置

４　いのちをつなぐネッ
トワーク係を各区保
健福祉課に新設

４　高齢者ふれあい入浴
事業開始 ７　認知症初期集中支援

チーム事業開始
９　認知症サポーター 5

万人突破
10　北九州市オレンジ会

議開催

10　拡大版包括ケア会議
のモデル実施 12　高齢者いきがい活動

ステーション 開所

４　介護支援ボランティ
ア事業開始

７～11　地域包括支援セ
ンターの相談体制の
見直し

４　認知症疾患医療セン
ター運営開始

10　認知症コールセンター
開設

７　健康マイレージ事業
開始

10　北 九 州 市 食 育 推 進
ネットワーク発足

10　女性特有のがん検診
推進事業開始

５　北九州市国民健康保
険特定健康診査・特
定保健指導実施

10　社会貢献型「市民後見
人」養成事業開始

10　前立腺がん検診開始

《民生員を中心とした見守り、支援と区役所の地域支援強化による社会からの孤立者払拭》

介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制（地域包括ケアシステム）の構築の推進》

平成 25 年
(2013)

平成 26 年
(2014)
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４　成年後見制度の利用の促進に関する法律 制
定（平成 28 年４月 15 日公布）

１　認知症施策推進総合戦略
（新オレンジプラン） 策定

２　高齢社会対策大綱
（平成 30 年２月 16 日閣議決定）

６　認知症施策推進大綱 策定

６　地域包括ケアシステムの強化のための介護
保険法等の一部を改正する法律　制定（平成
29 年 6 月２日 公布）

７　認知症施策推進総合戦略
（新オレンジプラン） 改定

３　成年後見制度利用促進基本計画
（平成 29 年３月 24 日閣議決定）

10　高齢社会対策の基本的在り方等に関する検
討会報告書 公表

10　北九州市まち・ひと・しごと創生総合戦略 
策定

10　北九州市難病相談支援センター 開設

10　北九州市介護予防・
生活支援サービス事
業開始

３　北九州市国民健康保険保健事業実施計画
（データヘルス計画）策定

４　北九州市認知症支援・介護予防センター 開
設

12　認知症サポーター　７万人突破

５　北九州市成年後見制度利用促進計画 策定
５　第三次北九州市食育推進計画 策定

３　北九州市 SDGs 未来都市計画 改定

３　北九州市の地域福祉 2021～2025 策定
３　第２次北九州市いきいき長寿プラン 策定

４　第２期北九州市まち・ひと・しごと創生総
合戦略 策定

平成 28(2016)年
29.2％ / 27.3％

平成 29(2017)年
29.7％ / 27.7％

平成 30(2018)年
30.2％ / 28.1％

令和元(2019)年
30.5％ / 28.3％

令和２(2020)年

令和３(2021)年

平成 27(2015)年
29.3％ / 26.6％ ３　第四次北九州市高齢者支援計画 策定

３　第３次食育推進基本計画 決定

６　食生活指針 改定

３　北九州市オレンジプラン 策定

３　北九州市オレンジプラン 改訂
３　第二次北九州市健康づくり推進プラン 策定
４　北九州市高齢者居住安定確保計画

（第２期） 策定
８　北九州市 SDGs 未来都市計画 策定

３　北九州市いきいき長寿プラン 策定

６　地域共生社会の実現のための社会福祉法等
の一部を改正する法律 制定（令和２年６月
12 日 公布）

※2　全国の高齢化率：各年 10 月１日現在の推計人口（総務省）。ただし、国勢調査実施年（平成２、７、12、17、22、27 年）は国勢調査の数値。
※1　本市の高齢化率：各年９月 30 日現在の住民基本台帳による人口。ただし、国勢調査実施年（平成２、７、12、17、22、27 年）は国勢調査の数値。
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令和元年
(2019)

令和２年
(2020)

令和 3 年
(2021)

平成 30 年
(2018)

平成 27 年
(2015)

平成 29 年
(2017)

平成 28 年
(2016)

４　地域ケア会議の施行
６　在宅医療・介護連携

支援センター運営モ
デル事業の実施

４　在宅医療・介護連携
支援センター 本実施

（市内 5 か所）

６　｢と び う め @ き た
きゅう｣全市展開

８　北九州医療・介護連
携プロジェクト会議
設置

12　公益社団法人北九州
高齢者福祉事業協会
と協定を締結し、『ま
ちかど介護相談室』を
開設

11　｢と び う め @ き た
き ゅ う｣モ デ ル 実 施

（八幡東区・八幡西区）

10　北九州市成年後見支
援センター（北九州市
成年後見制度中核機
関）設置

10　高齢者いきいき相談
開始（地域包括支援セ
ンター体制見直し）

10　胃がん検診（内視鏡検
査）開始

11　あんしん通報システ
ム開始

８　シニア・ハローワー
ク戸畑開所

８　｢いきがい活動ステー
ション」を小倉北区魚
町 に リ ニ ュ ー ア ル
オープン
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